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報告事項件名                               頁 

 

（１）水防体制再構築本部の部会の再編について・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

（２）災害用デジタルサイネージの構築について・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 

（３）令和２年度地区防災計画の進捗について・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

 

（４）足立区国民保護計画修正（案）について・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

 

 

 

 

 

 

 

（危機管理部） 
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災害・オウム対策調査特別委員会報告資料 

 令和２年１１月１７日 

件   名 水防体制再構築本部の部会の再編について 

所管部課名 総合防災対策室災害対策課、防災力強化担当課、調整担当課 

内  容 

 水防体制再構築本部の部会の再編について下記のとおり報告する。 

 

記 
 

１ 趣旨 

令和元年台風第１９号を受けて、令和元年１１月に水防体制再構築本部を設置

し５つの部会で課題の検討を行ってきた。 

これまでの検討で一部の部会については概ねその役割を果たしてきたこと、ま

た残された課題についてより一層の検討を行う必要があることから、以下のとお

り部会を再編する。 

２ 再編内容 

【これまでの体制】  【今後の体制】 

避難所運営部会  分散避難推進部会 

垂直避難部会  

学校整備部会  

情報発信部会 情報発信部会 

コミュニティタイムライン部会  タイムライン部会 

３ 各部会の検討内容 

名称 関係部 主な検討内容 

分散避難推進部会 

総務部、危機管理部 

衛生部、都市建設部 

教育指導部 

学校運営部 

子ども家庭部 

・避難所の確保 

・避難ルールの策定 

・縁故等避難の推進 

・感染症対策の推進 

要支援者対策部会 

危機管理部 

地域のちから推進部 

福祉部、衛生部 

・避難行動要支援者の把握 

・避難行動要支援者の避難場所の確保 

・避難行動要支援者の避難ルールの策定 

情報発信部会 

政策経営部 

危機管理部 

地域のちから推進部 

区議会事務局 

・情報発信タイムラインの作成 

・発信する情報内容の検討 

タイムライン部会 危機管理部 
・足立区水害時庁内タイムラインの策定 

・コミュニティタイムラインの推進 
 

問 題 点 

今後の方針 
今後、再編した各部会で課題の検討を進めていく。 

 

再編統合 

継続 

継続 

要支援者対策部会【新規】 
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災害・オウム対策調査特別委員会報告資料 

  令和２年１１月１７日  

件 名  災害用デジタルサイネージの構築について 

所 管 部 課  総合防災対策室災害対策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

災害用デジタルサイネージ構築の進捗等について、下記のとおり報告する。 

 

記 

１ 機能等概要 

（１）主な新機能 

  ア 地域ＢＷＡ閉域網の利用 

     災害時など大手通信会社の回線が混雑してつながりにくくなること

に対して、地域ＢＷＡ回線を使用することで安定した情報発信が可能。 

  イ 庁舎外からの遠隔制御機能 

     これまでは本庁舎からでしか操作ができなかったが、予め指定したス

マートフォン等から場所を選ばず即時に情報発信が可能。 

  ウ ＬアラートやＬＩＮＥとの連携 

     避難所開設情報など、必要な情報を抽出してサイネージ画面に表示可

能。また、ＬＩＮＥに表示された内容をそのままサイネージに表示可能。 

（２）その他の機能 

  ア 駅前など一部のサイネージを２画面にすることで、歩行者も情報を確

認しやすくなるとともに、より広いエリアの人が同時に視聴可能。 

イ 縦型画面表示により、離れた場所からも見通しが良くなるとともに、

１画面内で複数コンテンツも表示可能。 

ウ 輝度、解像度の向上により、日中でも鮮明に見えるとともに動画映像

品質が向上。 

  

２ 費用概要 

（１）契約金総額 ： ２３１，０００，０００円 

 ＜内訳＞ 

ア 構築費  ： ２１３，５７９，０００円 

イ 撤去関連費：  １７，４２１，０００円（１５台撤去分） 

※ 別紙１「災害用デジタルサイネージ費用関係資料」参照 

（２）国庫補助金（都市安全確保促進事業） 

   ４１，５２７，０００円（見込み） 

 

３ 筐体イメージ 

  ※ 別紙２「災害用デジタルサイネージ筐体イメージ図」参照 

 

問  題  点 

今後の方針 

令和３年４月新デジタルサイネージ全稼働（構築完了次第順次稼働予定）に

向け、引き続き構築を進める。 

 



４ 

 

【災害用デジタルサイネージ費用関係資料】 

 

現行機との比較 

 

 

 

参考（１箇所当たり） 

 

コスト 
現行機 

１５箇所 

新規導入機 

９箇所  
差引 

合 

計 

イニシャルコスト 

（構築費） 
３６９，８８０千円 ２１３，５７９千円 

  （撤去を除く構築費） 
▲１５６，３０１千円 

ランニングコスト 
（５年間） 

６５，０２５千円 ５９，００４千円 ▲６，０２１千円 

総事業費 

（５年間） 
４３４，９０５千円 ２７２，５８３千円 ▲１６２，３２２千円 

コスト 現行機 新規導入機 差引 

１
画
面
筐
体 

イニシャルコスト ２４，６５８千円 １８，４９７千円 ▲６，１６１千円 

ランニングコスト

（１年間） 
８６７千円 １，３１１千円 ４４４千円 

２
画
面
筐
体 

イニシャルコスト ２４，６５８千円 ２５，２２６千円 ５６８千円 

ランニングコスト 

（１年間） 
８６７千円 １，３１１千円 ４４４千円 

 

別紙１ 



５ 

 

 

【災害用デジタルサイネージ筐体イメージ資料】 

 

 

２面筐体イメージ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１面筐体イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

別紙２ 

現時点のイメージ。詳細は、現在検討中。 
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災害・オウム対策調査特別委員会報告資料 

 令和２年１１月１７日 

件   名 令和２年度地区防災計画の進捗について 

所管部課名 総合防災対策室災害対策課、調整担当課 

内   容 

今年度進めている、地区防災計画の新規策定（１２団体）及び既計画（平

成２９年度策定の１０団体）の見直しに伴い実施するワークショップ等につ

いて、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ ワークショップについて 

  順次ワークショップを開催し、策定及び見直しを進めていく。特に、新規 

策定団体は、必要に応じて防災視点でのまち歩きを行い、防災マップの作成 

も進めていく。 

（１）新 規 策 定：ワークショップを概ね３回実施予定 

（２）既計画の見直し：ワークショップを概ね２回実施予定 

 

２ 新規策定団体（１２団体） 

（１）小台・宮城地区の町会・自治会（６団体） 

   水防体制再構築本部において、水害時のコミュニティ・タイムライン策

定に取り組んでいる町会・自治会（小台町会、宮城町会、宮城第三団地自

治会、尾久橋スカイハイツ自治会、ラ・セーヌ小台自治会、ライオンズマ

ンション荒川遊園アクアステージ自治会） 

時 期 内 容 

令和 

２年 

３月～４月 
住民アンケート実施 

小台・宮城地区 5,480世帯(回答：1,397世帯) 

６月２７日(土) 
検討部会発足式・第１回ワークショップ 

場所：宮城小学校 

７月１８日(土) 
第２回ワークショップ 

場所：江南中学校 

９月６日(日) 

第３回ワークショップ 

コロナ禍を想定した避難所運営訓練 

場所：江南中学校 

１０月～１２月 順次地区防災計画の形式に取りまとめ 

令和 

３年 
３月２４日 足立区防災会議に地区防災計画（案）を付議 



７ 

（２）地域危険度が高い下記町会・自治会（６団体） 

※ ◎：事前説明 

町会・自治会長へ事前に事業内容等について説明 

（必要に応じて町会・自治会の定例会に出向いて説明） 

①：第１回ワークショップ 

②：第２回ワークショップ 

③：第３回ワークショップ 

令和２年１１月９日現在 

 町会・自治会名 ワークショップ日程等 参加人数等 

１ 
千住仲町会 

（危険度：４） 

◎： ８月１１日（火） 町会長他３名 

①： ９月２５日（金） １８名 

②：１１月 ７日（土） １１名 

③：１２月～ １月  

２ 
興野町会 

（危険度：５） 

◎： ７月３１日（金） 町会長 

①：１１月１２日（木）  

②：１２月～ １月  

③： ２月～ ３月  

３ 
八千代自治会 

（危険度：４） 

◎： ８月 ７日（金） 自治会長他３名 

①： ９月２３日（水） ７名 

②：１１月 ８日（日） ７名 

③： １月～ ２月  

４ 

都営梅田三丁目 

アパート自治会 

（危険度：４） 

◎： ８月４日（火） 自治会長他３名 

◎： ９月５日（土） 自治会長他９名 

①：１１月７日（土） １２名 

②： １月９日（土）  

③： ２月～ ３月  

５ 
興野北町会 

（危険度：４） 

◎： ８月 ６日（木） 町会長 

①： ９月１３日（土） ２１名 

②：１１月～１２月  

③： １月～ ２月  

６ 
西新井１５部町会 

（危険度：４） 

◎： ８月 ６日（木） 町会長 

①：１０月 ３日（土） １９名 

②：１１月～１２月  

③： １月～ ２月  

 



８ 

３ 既計画の見直し団体（１０団体） 

  平成２９年度に策定した下記町会・自治会 

※ ◎：事前説明 

    町会・自治会長へ事前に事業内容等について説明 

（必要に応じて町会・自治会の定例会に出向いて説明） 

①：第１回ワークショップ 

②：第２回ワークショップ 

令和２年１１月９日現在 

 町会・自治会名 ワークショップ日程等 参加人数 

１ 千住中居町会 

◎：１１月４日（水） 町会長他４名 

◎：１２月５日（土）  

①： １月～ ２月  

②： ２月～ ３月  

２ 千住龍田町町会 

◎：１１月２日（月） 町会長他５名 

◎：１２月５日（土）  

①： １月～ ２月  

②： ２月～ ３月  

３ 柳原東町会 
◎：１１月  

①：１２月～ １月  

４ 柳原西町会 ②： ２月～ ３月  

５ 中曽根町会 
◎： ８月２８日(金) 町会長 

①：１１月～１２月  

６ 本木一丁目南町会 ②： ２月～ ３月  

７ 大谷田東自治会 ◎：１１月  

８ 長門南部町会 
①：１２月～ １月  

９ 長門北部自治会 

②： ２月～ ３月  10 長門西町会 
 

問 題 点 

今後の方針 

１ 新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえながら、町会・自治会とも相

談し、ワークショップ開催など柔軟に対応していく。 

２ 広く自主的な計画策定を促していくため、「地区防災計画策定の手引き 

《地震編》（令和元年１０月完成）」に続き、《水害編》の作成を進めて 

いる。 
 



９ 

災害・オウム対策調査特別委員会情報連絡資料 

令和２年１１月１７日 

件   名 足立区国民保護計画修正（案）について 

所管部課名 総合防災対策室災害対策課、防災力強化担当課 

内   容 

足立区国民保護計画修正（案）等について、下記のとおり報告する。 

                記 

１ 修正の方針等 

国の「国民の保護に関する基本指針」（平成２９年１２月）の変更点を反

映させる。 

※ 東京都は、国の変更に伴い東京都国民保護計画を令和元年７月に修正 

２ 国民保護計画修正(案)の概要 

（１）基本指針変更等に伴う修正事項【新規追加】 

ア 住民の避難行動等について、平素から Jアラートによる情報の伝達と

弾道ミサイル落下時の行動の周知に努めることを明記 

イ 避難施設に指定する際に、収容人数を把握することを明記 

ウ 訓練の計画にあたり、様々な場所や想定で実践的な訓練を実施するこ

とを明記 

エ 全国瞬時警報システム（Jアラート）の整備について明記 

オ 避難所等における感染症対策を講ずることを明記 

（２）その他の修正事項 

ア 区内の地理的、社会的特徴の修正（気候、人口等） 

イ 用語の修正（「要配慮者」を「避難行動要支援者」、「避難支援プラン」

を｢避難行動要支援者名簿｣等） 

ウ その他（関係法令の改正に伴う文言の修正等） 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

４ スケジュール 

日程 内容 

１１月中 第 1回足立区国民保護協議会（書面会議） 

１２月１７日から 

１月１５日 
パブリックコメント募集 

２月中 東京都総務局総合防災部への協議 

３月２４日 
第２回足立区国民保護協議会 

（足立区防災会議と同時開催） 
 

問 題 点 

今後の方針 
来年３月に開催予定の国民保護協議会に向けた準備を計画どおり進めていく。 

 



１０ 
 

立区国民保護計画変更 新旧対照表（案） 

該当項目 新（変更後） 旧（変更前） 

第１編  P7 

第４章、（２） 

≪月別平均気温と降水量≫ 

グラフの修正（別図のとおり） 

第１編  P7 

第４章、（３） 

(3) 人口 

足立区の人口は691,298人（都内５番目）、人口密度は12,

982人／㎞2である。また、外国人登録人口は34,040人であり、

新宿区、江戸川区につぎ、３番目である。 

高齢者が人口に占める割合は24.8％であり、約４人に１人

が65歳以上となる。 

※各数値については、数字で見る足立（令和２年版）によ

る。 

(3) 人口 

足立区の人口は678,623人（都内５番目）、人口密度は12,

744人／㎞2である。また、外国人登録人口は25,541人であり、

新宿区、江戸川区につぎ、３番目である。 

高齢者が人口に占める割合は24.4％であり、約４人に１人

が65歳以上となる。 

※各数値については、数字で見る足立（平成28年版）による。 

 

第１編  P12 

第５章、２ 

２ 緊急対処事態 

事態類型 特 徴 

１ 危険物質を

有する施設へ

の攻撃 

〇 石油コンビナート及び可燃性ガ

ス貯蔵施設等が爆破された場合、爆

発及び火災の発生により住民に被

害が発生するとともに、建物、ライ

フライン等が被災し、社会経済活動

に支障が生ずる。 
 

２ 緊急対処事態 

事態類型 特 徴 

１ 危険物質を

有する施設へ

の攻撃 

〇 石油コンビナート及び可燃性ガ

ス貯蔵施設等が爆破された場合、爆

発及び火災の発生により住民に被

害が発生するとともに、建物、ライ

フライン等が被災し、社会経済活動

に支障が生ずる。 

 （都内には石油コンビナートは存在

しない。） 
 

  

 

 

 

 

別紙 

令和２年１１月１７日 



１１ 
 

第１編  P15 

第１章、第１、１ 

１ 区の各部・室等における平素の業務 

【区の各部・室等における平素の業務】 

部等名 平素の業務 

政策経営部 

１ 国民保護対策関係の予算、その他財

務に関すること 

（略） 

（略） 

教育指導部 

学校運営部 

１ 文教施設の警戒等の予防対策に関

すること 

２ 被災児童及び生徒の学用品の供給

に関すること 

３ 文化財の保護に関すること 

４ 学校等における救護、安全確保及び

支援に関すること 
 

１ 区の各部・室等における平素の業務 

【区の各部・室等における平素の業務】 

部等名 平素の業務 

政策経営部 

１ 国民保護対策関係の予算、その他財

務に関すること 

（略） 

（略） 

学校教育部 

１ 文教施設の警戒等の予防対策に関す

ること 

２ 被災児童及び生徒の学用品の供給に

関すること 

３ 文化財の保護に関すること 

４ 学校等における救護、安全確保及び

支援に関すること 
 

第２編  P26 

第１章、第４、２、 

（３） 

(3) 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の整備 

区は、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を、住民

に迅速かつ確実に伝達するため、全国瞬時警報システム（Ｊ

－ＡＬＥＲＴ）を整備する。 

（新規） 

第２編  P26 

第１章、第４、２ 

(4) 緊急情報ネットワーク（Ｅｍ－Ｎｅｔ）の整備 

(5) 警察との連携 

(6) 国民保護に係るサイレンの住民への周知 

(7) 大規模集客施設等に対する警報の伝達のための準備 

(8) 民間事業者の協力 

(3) 緊急情報ネットワーク（Ｅｍ－Ｎｅｔ）の整備 

(4) 警察との連携 

(5) 国民保護に係るサイレンの住民への周知 

(6) 大規模集客施設等に対する警報の伝達のための準備 

(7) 民間事業者の協力 

第２編  P31 

第１章、第６、２、

（１） 

(1) 区における訓練の実施 

区は、近隣区市、都、国等関係機関と共同するなどして、

住民、地域の団体及び事業者の自発的な参加を得て、国民保

護措置についての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対

処能力の向上を図る。 

(1) 区における訓練の実施 

区は、近隣区市、都、国等関係機関と共同するなどして、

住民、地域の団体及び事業者の自発的な参加を得て、国民保

護措置についての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対

処能力の向上を図る。 
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訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓

練におけるシナリオ作成等、既存のノウハウを活用するとと

もに、警察、消防、海上保安本部、自衛隊等との連携による、

ＮＢＣ攻撃等により発生する武力攻撃災害への対応訓練、広

域にわたる避難訓練、地下への避難訓練等武力攻撃事態等に

特有な訓練等について、人口密集地を含む様々な場所や想定

で行うとともに、実際に資機材や様々な情報伝達手段を用い

るなど実践的なものとするよう努める。 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓

練におけるシナリオ作成等、既存のノウハウを活用するとと

もに、警察、消防、海上保安本部等、自衛隊等との連携を図

る。 

第２編  P31 

第１章、第６、２、

（２） 

(2) 訓練の形態及び項目 

訓練を計画するに当たっては、実際に人・物等を動かす実

動訓練、状況付与に基づいて参加者に意思決定を行わせる図

上訓練、様々な情報伝達手段等の手法を組み合わせ、様々な

場所や想定で行うなど、実際の行動及び判断を伴う実践的な

訓練を実施する。 

(2) 訓練の形態及び項目 

訓練を計画するに当たっては、実際に人・物等を動かす実

動訓練、状況付与に基づいて参加者に意思決定を行わせる図

上訓練等、実際の行動及び判断を伴う実践的な訓練を実施す

る。 

第２編  P33 

第２章、１、（１） 

(1) 基礎的資料の収集 

【区において集約・整理する基礎的資料】 

〇 住宅地図（GIS（地図情報システム）を活用） 

  （略） 

〇 避難行動要支援者名簿 
 

(1) 基礎的資料の収集 

【区において集約・整理する基礎的資料】 

〇 住宅地図（GIS（地図情報システム）を活用） 

  （略） 

〇 要配慮者の避難支援プラン 
 

第２編  P34 

第２章、１、（３） 

(3) 高齢者、障がい者等の避難行動要支援者への配慮 

区は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障がい者等

自ら避難することが困難な者の避難について、自然災害時へ

の対応として検討している避難行動要支援者名簿の活用も

考慮しつつ、避難行動要支援者の避難対策の確立を図る。 

その際、避難誘導時において、災害・福祉関係部課を中心

とした横断的な「避難行動要支援者対策班」を迅速に設置し、

都の要配慮者対策総括部との連携した対応ができるよう職

員の配置に留意する。 

(3) 高齢者、障がい者等の要配慮者への配慮 

区は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障がい者等

自ら避難することが困難な者の避難について、自然災害時へ

の対応として検討している避難支援プランの活用も考慮し

つつ、要配慮者の避難対策の確立を図る。 

その際、避難誘導時において、災害・福祉関係部課を中心

とした横断的な「要配慮者対策班」を迅速に設置し、都の要

配慮者対策総括部との連携した対応ができるよう職員の配

置に留意する。 
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第２編  P37 

第２章、５ 

５ 避難施設の指定への協力 

区は、都が行う避難施設の指定に際しては、以下の区分に

応じて、施設の収容人数、構造、保有設備等の必要な情報を

提供するなど都に協力する。 

５ 避難施設の指定への協力 

区は、都が行う避難施設の指定に際しては、以下の区分に

応じて必要な情報を提供するなど都に協力する。 

第２編  P38 

第２章、６、（１） 

(1) 生活関連等施設の把握等 

【生活関連等施設の種類及び所管省庁】 

国民保護 

法施行令 
各号 施設・物質の種類 所管省庁名 

第２７条 １号 発電所、変電所 経済産業省 

（略） 

第２８条 ８号 
毒薬・劇薬（医薬品

医療機器等法） 

厚生労働省、

農林水産省 
 

(1) 生活関連等施設の把握等 

【生活関連等施設の種類及び所管省庁】 

国民保護 

法施行令 
各号 施設・物質の種類 所管省庁名 

第２７条 １号 発電所、変電所 経済産業省 

（略） 

第２８条 ８号 毒薬・劇薬（薬事法） 
厚生労働省、

農林水産省 
 

第２編  P39 

第２章、７、（１） 

７ 避難行動要支援者支援に関する連携等 

(1) 体制整備 

区は、「避難行動要支援者(*)の把握」「避難行動要支援者

への情報提供体制の整備」「地域やボランティアによる支援

体制作り」等を推進する。 

（※脚注） 

（＊）避難行動要支援者とは、高齢者、障がい者、難病患者、乳

幼児、妊産婦、外国人等の要配慮者のうち、災害が発生し、

又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難すること

が困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ため特に支援を要するもの。 

７ 要配慮者支援に関する連携等 

(1) 体制整備 

区は、「要配慮者(*)の把握」「要配慮者 への情報提供体制

の整備」「地域やボランティアによる支援体制作り」等を推

進する。 

（※脚注） 

（＊）要配慮者とは、発災前の備え、発災時の避難行動、避難後

の生活などの各段階において特に配慮を要する者をいい、高

齢者、障がい者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人等を 想

定している。 

第２編  P39 

第２章、７、（３） 

(3) 都との連携の確保 

ア 区は、都と連携し、迅速に 避難行動要支援者 の支援

ができるような体制の整備を進める。 

イ 区は、国民保護に関する訓練を行うにあたって、避難

(3) 都との連携の確保 

ア 区は、都と連携し、迅速に 要配慮者 の支援ができるよ

うな体制の整備を進める。 

イ 区は、国民保護に関する訓練を行うにあたって、要配
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行動要支援者 の避難や救援等の訓練を含めるなど、都と

連携して迅速かつ的確に 避難行動要支援者 を支援でき

るよう努める。 

慮者 の避難や救援等の訓練を含めるなど、都と連携して

迅速かつ的確に 要配慮者 を支援できるよう努める。 

第２編  P42 

第４章、１、（１） 

(1) 啓発の方法 

区は、都及び関係機関と連携しつつ、住民、地域の団体、

事業者等に対し、武力攻撃事態等において適切に行動でき

るよう、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による

情報伝達及び弾道ミサイル落下時の行動について平素か

ら周知に努め、広報誌、パンフレット、テレビ、インター

ネット等の様々な媒体を活用して、国民保護措置の重要性

について継続的に啓発を行うとともに、住民向けの研修

会、講演会等を実施する。 

(1) 啓発の方法 

区は、都及び関係機関と連携しつつ、住民、地域の団体、

事業者等に対し、武力攻撃事態等において適切に行動でき

るよう、広報誌、パンフレット、テレビ、インターネット

等の様々な媒体を活用して、国民保護措置の重要性につい

て継続的に啓発を行うとともに、住民向けの研修会、講演

会等を実施する。 

第３編  P50,52 

第２章、１、（３） 

(3) 区対策本部の組織構成及び機能 

【区の各部室課における武力攻撃事態における業務】 

部・室等名 業務内容 

政策経営部 
１ 復旧・復興計画に関すること 

（略） 

（略） 

地域のちか

ら推進部 

１ 区立の被害状況の情報収集及び踏

査に関すること 

２ 避難行動要支援者の対応に関する

こと 

（略） 

（略） 

福 祉 部 

１ 社会福祉団体との連絡調整に関す

ること 

（略） 

５ 避難行動要支援者の対応に関する

(3) 区対策本部の組織構成及び機能 

【区の各部室課における武力攻撃事態における業務】 

部・室等名 業務内容 

政策経営部 
１ 復旧・復興計画に関すること 

（略） 

（略） 

地域のちか

ら推進部 

１ 区立の被害状況の情報収集及び踏査

に関すること 

２ 要配慮者の対応に関すること 

 

（略） 

（略） 

福 祉 部 

１ 社会福祉団体との連絡調整に関する

こと 

（略） 

５ 要配慮者の対応に関すること 
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こと 

（略） 

（略） 

教育指導部 

学校運営部 

１ 区立学校・幼稚園（幼保園を含む。）

の被害情報収集及び連絡調整に関す

ること 

（略） 
 

 

（略） 

（略） 

学校教育部 

１ 区立学校・幼稚園（幼保園を含む。）

の被害情報収集及び連絡調整に関する

こと 

（略） 
 

第３編  P63 

第５章、第１、１、

（２） 

(2) 警報の内容の通知 

イ 区は、警報が発令された旨の報道発表については速や

かに行うとともに、区のホームページ(http://www.city. 

adachi.tokyo.jp/）、Ａ-メール(*)、足立区ＬＩＮＥ公式

アカウント(*)に警報の内容を掲載及び発信する。 

（※脚注） 

（＊）災害に関する情報や緊急情報などをリアルタイムに発

信する無料サービス 

アカウント名：足立区、LINE ID：@adachicity 

(2) 警報の内容の通知 

イ 区は、警報が発令された旨の報道発表については速や

かに行うとともに、区のホームページ(http://www.city. 

adachi.tokyo.jp/）やＡ-メール(*)に警報の内容を掲載

する。 

第３編  P64 

第５章、第１、２、

（１） 

(1) 警報の内容 は、緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－

Ｎeｔ）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等を活

用し、地方公共団体に伝達される。区長は、全国瞬時警報

システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）と連携している情報伝達手段

等により、原則として以下の要領により 情報を伝達する。 

ただし、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）によ

って情報が伝達されなかった場合においては、緊急情報ネ

ットワークシステム（Ｅｍ－Ｎeｔ）によって伝達された情

報をホームページ等に掲載する等により、周知を図る。 

(1) 警報の内容 の伝達方法については、当面の間は、現在区

が保有する伝達手段に基づき、原則として以下の要領によ

り 行う。 
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第３編  P65 

第５章、第１、２、

（３） 

(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障がい者、

外国人等に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、避

難行動要支援者について、防災・福祉担当部署との連携の下

で避難行動要支援者名簿を活用するなど、避難行動要支援者

に迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられるよう

な体制の整備に努める。 

(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障がい者、

外国人等に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、要

配慮者について、防災・福祉担当部署との連携の下で避難支

援プランを活用するなど、要配慮者に迅速に正しい情報が伝

達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。 

第３編  P69 

第５章、第２、２、

（３） 

(3) 避難実施要領の作成の際における考慮事項 

避難実施要領の作成の際しては、以下の点に考慮する。 

① 避難の指示の内容確認 

（地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態） 

（略） 

 ⑥ 避難行動要支援者の避難方法の決定（避難行動要支援者

名簿、避難行動要支援者支援班の設置） 

(3) 避難実施要領の作成の際における考慮事項 

避難実施要領の作成の際しては、以下の点に考慮する。 

① 避難の指示の内容の確認 

（地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態） 

（略） 

 ⑥ 要配慮者の避難方法の決定（避難支援プラン、要配慮者

支援班の設置） 

第３編  P72 

第５章、第２、３、

（６） 

(6) 高齢者、障がい者等避難行動要支援者への配慮 

区長は、高齢者、障がい者等の避難を万全に行うため、避

難行動要支援者対策班を設置し、都要配慮者対策総括部と連

携しつつ、社会福祉協議会、民生委員、介護保険関係者、障

がい者団体等と協力して、避難行動要支援者への連絡、運送

手段の確保を的確に行うものとする。 

なお、避難行動要支援者の避難に関して、区は、避難場所、

避難所等の拠点までの運送を支援する。 

(6) 高齢者、障がい者等要配慮者への配慮 

区長は、高齢者、障がい者等の避難を万全に行うため、要

配慮者対策班を設置し、都要配慮者対策総括部と連携しつ

つ、社会福祉協議会、民生委員、介護保険関係者、障がい者

団体等と協力して、要配慮者への連絡、運送手段の確保を的

確に行うものとする。 

なお、要配慮者の避難に関して、区は、避難場所、避難所

等の拠点までの運送を支援する。 

第３編  P73 

第５章、第２、３、

（７） 

(7) 大規模集客施設等における避難 

区長は、大規模集客施設や旅客輸送関連施設の施設管理者

等と連携し、施設の特性に応じ、当該施設等に滞在する者等

についても、避難等の国民保護措置が円滑に実施できるよう

必要な対策をとる。 

（新規） 
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第３編  P73 

第５章、第２、３ 

(8) 残留者等への対応 

(9) 避難場所の運営 

(10) 避難所等における安全確保等 

(7) 残留者等への対応 

(8) 避難場所の運営 

(9) 避難所等における安全確保等 

第３編  P73 

第５章、第２、３ 

（１１） 

(11) 避難所等における感染症対策 

区は、その管理する避難所において、「避難所における新

型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(東京都避難所管

理運営の指針別冊)」（令和２年６月東京都福祉保健局作成）

等を踏まえ、新型コロナウイルス等の感染症に対する予防・

蔓延防止の必要な対策を講ずる。 

（新規） 

第３編  P73 

第５章、第２、３ 

(12) 動物の保護等に関する配慮 

(13) 通行禁止措置の周知 

(14) 都に対する要請等 

(15) 避難住民の運送の求め等 

(16) 避難生活段階における区・各機関等の役割分担 

(17) 避難住民の復帰のための措置 

(10) 動物の保護等に関する配慮 

(11) 通行禁止措置の周知 

(12) 都に対する要請等 

(13) 避難住民の運送の求め等 

(14) 避難生活段階における区・各機関等の役割分担 

(15) 避難住民の復帰のための措置 

第３編  P78 

第５章、第２、４、

（１） 

(1) 突発的かつ局地的な事態の場合 

（略） 

弾道ミサイル攻撃（通常弾頭、ＢＣ弾頭） 

① 発射後短時間で着弾することが予想されるため、弾道

ミサイル発射時に住民が適切な行動をとることができ

るよう、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）によ

る情報伝達および弾道ミサイル落下時の行動について

平素から周知に努める等、迅速な情報伝達等による被害

の局限化が重要である。 

(1) 突発的かつ局地的な事態の場合 

（略） 

弾道ミサイル攻撃（通常弾頭、ＢＣ弾頭） 

① 発射後短時間で着弾することが予想されるため、迅速

な情報伝達等による被害の局限化が重要である。 

第５編  P129 

第４章、３、（３）、

ウ 

ウ 医療活動 

  区は、都及び医療機関等と連携し、安全な場所において除

染済み傷病者に対する被ばく医療を実施する。 

ウ 医療活動 

  区は、都及び医療機関等と連携し、安全な場所において除

染済み傷病者に対する 緊急 被ばく医療を実施する。 



１８ 
 

別図 ≪月別平均気温と降水量≫ 

新（変更後） 旧（変更前） 

 

※  ≪月別平均気温と降水量≫については、令和２年中の観測データ

を基に作図を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（観測地点：足立区役所 令和３年１月作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（観測地点：足立区役所 平成２９年１月作成） 
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